
令 和 6 年 度

特 許 特 別 会 計 財 務 書 類



特許特別会計財務書類は、「特別会計に関する法律」第 19

条第 1項の規定により、資産及び負債の状況その他の決算に

関する財務情報を開示するために企業会計の慣行を参考とし

て作成した書類である。



貸 借 対 照 表
（単位：百万円）

前会計年度
（令和 6年
3月 31日）

本会計年度
（令和 7年
3月 31日）

前会計年度
（令和 6年
3月 31日）

本会計年度
（令和 7年
3月 31日）

〈資 産 の 部〉 〈負 債 の 部〉

現 金 ・ 預 金 97,809 121,904 未 払 金 94 119

未 収 金 2 2 前 受 金 42,536 42,703

未 収 収 益 0 25 前 受 収 益 13 12

前 払 費 用 0 0 賞 与 引 当 金 2,244 2,281

貸 付 金 0 0 退 職 給 付 引 当 金 28,425 28,338

貸 倒 引 当 金 � 2 � 2

有 形 固 定 資 産 92,159 93,939
国有財産（公共用
財産を除く） 92,116 93,901

土 地 88,418 90,325

立 木 竹 60 60

建 物 3,356 3,158

工 作 物 280 358 負 債 合 計 73,313 73,455
物 品 43 37

無 形 固 定 資 産 39,916 44,140 〈資産・負債差額の部〉

出 資 金 1,057 1,281 資 産 ・ 負 債 差 額 157,630 187,836

資 産 合 計 230,943 261,292 負債及び資産・
負 債 差 額 合 計 230,943 261,292



業 務 費 用 計 算 書
（単位：百万円）

前 会 計 年 度
�
�
自 令和 5 年 4月 1 日
至 令和 6 年 3月 31日

�
�

本 会 計 年 度
�
�
自 令和 6 年 4月 1 日
至 令和 7 年 3月 31日

�
�

人 件 費 30,614 31,275

賞 与 引 当 金 繰 入 額 2,244 2,281

退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 1,901 2,272

補 助 金 等 637 599

委 託 費 2,307 2,747

交 付 金 445 7

分 担 金 117 127

拠 出 金 879 1,065

独 立 行 政 法 人 運 営 費 交 付 金 10,560 11,554

審 査 審 判 庁 費 46,304 48,050

成果重視事業特許事務機械化庁費 19,783 19,267

庁 費 等 9,501 8,235

そ の 他 の 経 費 424 486

減 価 償 却 費 12,021 11,625

資 産 処 分 損 益 146 � 0

本 年 度 業 務 費 用 合 計 137,890 139,596



資産・負債差額増減計算書
（単位：百万円）

前 会 計 年 度
�
�
自 令和 5 年 4月 1 日
至 令和 6 年 3月 31日

�
�

本 会 計 年 度
�
�
自 令和 6 年 4月 1 日
至 令和 7 年 3月 31日

�
�

Ⅰ 前年度末資産・負債差額 130,232 157,630

Ⅱ 本年度業務費用合計 � 137,890 � 139,596

Ⅲ 財 源 164,052 167,571

1 自 己 収 入 162,300 167,521

手 数 料 収 入 161,359 161,571

特 許 印 紙 収 入 27,291 2,378

特 許 料 等 収 入 134,067 159,193

そ の 他 の 財 源 940 5,950

2 他会計からの受入 1,752 49

一般会計からの受入 1,752 49

Ⅳ 無 償 所 管 換 等 ― 101

Ⅴ 資 産 評 価 差 額 1,234 2,129

Ⅵ 本年度末資産・負債差額 157,630 187,836



区 分 別 収 支 計 算 書
（単位：百万円）

前 会 計 年 度
�
�
自 令和 5 年 4月 1 日
至 令和 6 年 3月 31日

�
�

本 会 計 年 度
�
�
自 令和 6 年 4月 1 日
至 令和 7 年 3月 31日

�
�

Ⅰ 業 務 収 支

1 財 源

自 己 収 入

特 許 印 紙 収 入 2,498 2,343

特 許 料 等 収 入 156,333 160,022

そ の 他 の 収 入 936 5,925

他会計からの受入

一般会計からの受入 1,752 49

前年度剰余金受入 74,835 97,809

財 源 合 計 236,356 266,150

2 業 務 支 出

⑴ 業務支出（施設整備支出を除く）

人 件 費 � 34,636 � 35,760

補 助 金 等 � 637 � 599

委 託 費 � 2,307 � 2,747

交 付 金 � 445 � 7

分 担 金 � 117 � 127

拠 出 金 � 879 � 1,065

独立行政法人運営費交付金 � 10,560 � 11,554

審 査 審 判 庁 費 � 46,328 � 48,050

成果重視事業特許事務機械化庁費 � 32,144 � 34,842

庁 費 等 の 支 出 � 9,514 � 8,245

そ の 他 の 支 出 � 974 � 1,112

業務支出（施設整備支出を除く）合計 � 138,546 � 144,113

⑵ 施 設 整 備 支 出

工作物に係る支出 � 1 � 132

施設整備支出合計 � 1 � 132

業 務 支 出 合 計 � 138,547 � 144,246

業 務 収 支 97,809 121,904



Ⅱ 財 務 収 支

財 務 収 支 ― ―

本 年 度 収 支 97,809 121,904

翌 年 度 歳 入 繰 入 97,809 121,904

本年度末現金・預金残高 97,809 121,904



注 記

1 重要な会計方針
⑴ 減価償却の方法等
① 有形固定資産
国有財産（公共用財産を除く）については、国有財産台帳の価格改定に適用される耐用年数に基づく
定率法（平成 19年 4月 1日以後に新築した建物は定額法）によっている。
物品（美術品を除く）については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定める耐用年数に基
づく、残存価額を取得原価の 10％とした定額法によっている。
なお、残存価額まで到達している国有財産（公共用財産を除く）及び物品については、耐用年数を経
過した翌会計年度から 5年間で備忘価格 1円まで均等償却を行っている。
② 無形固定資産
ソフトウェアについては、取得に要した費用を資産価額とし、利用可能期間（ 5年）に基づく定額法
によっている。
特許権等については、国有財産台帳上、取得時点に取得価格を計上し、その後価格改定時に評価差
額が生じていないことから、減価償却は行わず、国有財産台帳価格を計上している。

⑵ 出資金の評価基準及び評価方法
市場価格のないもの
全て「国有財産法」の規定により政府出資等として管理されている出資金であり、会計年度末におけ
る国有財産台帳価格によって評価している。

⑶ 引当金の計上基準及び算定方法
① 貸倒引当金
未収金及び貸付金については債権ごとの回収可能性を勘案して回収不能見込額を計上している。

② 賞与引当金
6月支給分の期末手当及び勤勉手当の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分

（期末手当及び勤勉手当の 6月支給分の 4/6）を計上している。
③ 退職給付引当金
退職手当に係る退職給付引当金については、自己都合による期末要支給額を、次の計算方法により
計上している。
・基 本 額…勤続年数別の職員数×平均給与×自己都合退職手当支給率
ただし、60歳以後定年前の職員に係る基本額については、定年延長による減額前の俸給月額×

定年退職の支給率により計上している。
・調 整 額…「国家公務員退職手当法」第 6条の 4に定められた区分別の職員数×想定される調整

月額単価×60ヶ月
国家公務員共済年金のうち、整理資源（昭和 34年 10月前の恩給公務員期間に係る給付分）に係る引
当金については、将来給付見込額の割引現在価値を計上している。
「国家公務員災害補償法」に基づく補償のうち、遺族補償年金に係る引当金については、「支給率×
平均給与（平均給与上昇率を考慮）×割引率」により算出し、遺族特別給付金（年金）に係る引当金につ
いては、「遺族補償年金の額×特別支給率×割引率」により算出した額を計上している。

⑷ その他財務書類作成のための基本となる重要な事項
① 消費税等の会計処理方法
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

② 退職給付引当金の算定において用いる平均給与上昇率及び割引率について
・平均給与上昇率：2.3％
（令和 6年財政検証で用いられている長期的な賃金上昇率から算出）
・割 引 率：4.5％
（令和 6年財政検証で用いられている長期的な運用利回りから算出）



2 偶発債務
⑴ 係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの

（単位：百万円）
訴 訟 の 略 称 請 求 金 額 事 件 番 号 訴 訟 の 概 要

損害賠償等請求事件 0

大阪高等裁判所
令和 6年（行コ）
第 84号
（原審…大阪地裁
令和 4年（行ウ）
第 162号）

本件訴訟は、控訴人が令和元年 6月 24日付けで
した行政機関の保有する情報の公開に関する法律
に基づく行政文書開示請求に対して、特許庁長官
が令和元年 7月 26日付けでした、対象文書の一
部を不開示とする行政文書開示決定（20190626特
許 8）のうち、不開示とした部分（特許庁長官が令
和 5年 8月 1日付けでした行政文書開示決定変更
決定（2019062特許 8の 1）により開示した部分を
除く。）の取消しを求めるとともに、国家賠償法 1
条 1項に基づき、慰謝料金の支払を求めた事案の
控訴審である。
大阪地裁 令和 6年 5月 23日国勝訴判決

不開示決定取消等請求上告提起事件
不開示決定取消等請求上告受理申立
て事件

0

最高裁判所
令和 7年（行サ）
第 69号
最高裁判所
令和 7年（行ノ）
第 71号
（原審…大阪高裁
令和 6年（行コ）
第 85号）
（原々審…大阪地裁
令和 4年（行ウ）
第 164号）

本件訴訟は、控訴人が平成 31年 2月 12日付けで
した行政機関の保有する情報の公開に関する法律
4条 1項の規定に基づく行政文書開示請求に対し
て、特許庁長官が対象文書の全部を不開示とする
決定（以下「本件当初決定」という。）をしたのち、
令和 5年 3月 22日付けでした、本件当初決定を
取り消し、対象文書の一部を不開示とする行政文
書開示決定（20190218特許 40の 3）のうち、不開
示とした部分（特許庁長官が同年 8月 1日付けで
した行政文書開示決定変更決定（20190218特許 40
の 4）により開示した部分を除く。）の取消しを求
めるとともに、国家賠償法 1条 1項に基づき、慰
謝料金の支払を求めた事案の上告審である。
大阪高裁 令和 6年 11月 29日国勝訴判決
大阪地裁 令和 6年 5月 23日国勝訴判決

損害賠償請求上告提起事件
損害賠償請求上告受理申立て事件 0

最高裁判所
令和 6年（ネオ）
第 413号
最高裁判所
令和 6年（ネ受）
第 480号
（原審…大阪高裁
令和 6年（ネ）
第 870号）
（原々審…大阪地裁
令和 5年（ワ）
第 8625号）

本件訴訟は、下記⑴及び⑵の違法行為により、上
告人が精神的苦痛を受けたとして、国家賠償法に
基づき慰謝料金の損害賠償を求めた事案の上告審
である。控訴審では、控訴人は原審で請求してい
た慰謝料金の一部を控訴し、損害賠償を求めた。
⑴特許庁が、上告人が特許庁特許情報課課長に対
して送った電子メールの存在及び内容を日本弁理
士会に告知し、苦情を述べ、さらに上告人の論文
に対して非難めいた発言をしたこと
⑵当時の特許庁総務部長が、日本弁理士会会長ら
に対し、⑴の行為に関して口裏合わせを求めた結
果、弁理士会が事実に反する内容を含む回答をす
るに至ったこと
大阪高裁 令和 6年 12月 12日国勝訴判決
大阪地裁 令和 6年 3月 14日国勝訴判決

（注） 訴訟の見込、結果にかかわらず、令和 7年 3月 31日現在の請求金額を記載している。

3 翌年度以降支出予定額
⑴ 歳出予算の繰越し
歳出予算の繰越しに係る翌年度の支出予定額 11百万円

⑵ 国庫債務負担行為
国庫債務負担行為による翌年度以降に係る支出予定額 55,131百万円

4 追加情報
⑴ 出納整理期間
本特別会計は出納整理期間が設けられており、出納整理期間中の現金の受払い等を終了した後の計数
をもって会計年度末の計数としている。
⑵ 貸倒引当金を計上している債権のうち、徴収可能性に重大な懸念が生じているもの

債権の種類：貸付金債権、利息債権
懸念の内容：納付期限を超えての長期滞納
金 額： 2百万円

⑶ 業務費用計算書における収益の計上
「資産処分損益」において、物品の処分益等 1百万円が計上されている。



⑷ 表示科目の説明
① 貸借対照表
ア 資産の部
・「現金・預金」には、日本銀行預金及び財政融資資金預託金を計上している。
・「未収金」には、発明実施化試験費貸付金債権に係る利息債権及び返納金債権を計上している。
・「未収収益」には、財政融資資金預託金に係る未収利息を計上している。
・「前払費用」には、翌年度以降分の自動車損害賠償責任保険料を計上している。
・「貸付金」には、個人に対する発明実施化試験費貸付金債権を計上している。
・「貸倒引当金」には、未収金及び貸付金に対する貸倒見積額を計上している。
・「国有財産（公共用財産を除く）」には、国有財産台帳価格を計上している。
・「土地」には、庁舎敷地に係る用地を計上している。
・「立木竹」には、庁舎敷地上の立木竹を計上している。
・「建物」には、庁舎建物を計上している。
・「工作物」には、庁舎及び経済産業省別館の一部に係る建物附帯設備を計上している。
・「物品」には、取得価格（見積価格）が 50万円以上の物品について、取得価格から減価償却費相当
額を控除した後の価額で計上している。
・「無形固定資産」には、特許権等については国有財産台帳価格、ソフトウェアについては取得に要
した費用から減価償却費相当額を控除した後の価額、ソフトウェア仮勘定は、作成中のソフト
ウェアに係る支出額、電話加入権については取得価格を計上している。
・「出資金」には、国有財産として管理されている政府出資のうち、政策目的をもって保有している
ものを計上している。

イ 負債の部
・「未払金」には、公務災害補償費、児童手当、貨幣交換差減補塡金、消費税に係る未払額を計上し
ている。
・「前受金」には、特許審査請求料、意匠及び商標登録出願料、審判（再審）請求及び特許（登録）異議
申立料、国際調査（国際予備審査）手数料に係る前受金並びに特許料等予納金を計上している。
・「前受収益」には、建物及物件貸付料の前受賃貸料を計上している。
・「賞与引当金」には、 6月支給の期末手当・勤勉手当に係る本会計年度分を計上している。
・「退職給付引当金」には、退職手当（独立行政法人工業所有権情報・研修館職員分を含む）のほか、
整理資源、国家公務員災害補償年金に係る引当金を計上している。

② 業務費用計算書
・「人件費」には、決算書の使途別分類が「人件費」に該当するもののうち職員等に係るもの（職員の手
当、非常勤職員の手当及び休職者の手当等）及び決算書の使途別分類が「補助費・委託費」に該当す
るもののうち国家公務員共済組合負担金として支出した額に、児童手当の未払金や退職手当、賞与
及び国家公務員災害補償年金に関する引当金等の発生主義による調整を行ったものを計上してい
る。
・「賞与引当金繰入額」には、 6月支給の期末手当及び勤勉手当の支給見込額のうち当該年度に帰属す
る部分を計上している。

・「退職給付引当金繰入額」には、退職給付引当金への繰入額を計上している。
・「補助金等」には、決算書の使途別分類が「補助費・委託費」に該当するもののうち、「補助金等に係
る予算の執行の適正化に関する法律」第 2条第 1項で規定する補助金等に該当するものを計上して
いる。
・「委託費」には、内外国の産業財産権制度の調査・相談・研究事業等に係る経費、特許出願に関する
微生物の寄託業務等の経費を計上している。
・「交付金」には、中小ベンチャー、小規模企業等に対して交付する国際出願促進交付金を計上してい
る。



・「分担金」には、パリ条約、国際特許分類協定、ニース協定に規定されている国際分担金を計上して
いる。
・「拠出金」には、世界知的所有権機関、経済協力開発機構、東アジア・アセアン経済研究センターに
対する拠出金を計上している。
・「独立行政法人運営費交付金」には、独立行政法人工業所有権情報・研修館に対する運営費交付金を
計上している。
・「審査審判庁費」には、審査審判事務を処理するための必要経費であって資産計上されていないもの
を計上している。
・「成果重視事業特許事務機械化庁費」には、特許事務の合理化を図るための機械化等の経費であって
資産計上されていないものを計上している。
・「庁費等」には、決算書の使途別分類が「物件費」及び「施設費」に該当するもののうち、他の科目で計
上されていないものであって資産計上されていないものを計上している。
・「その他の経費」には、決算書の使途別分類が「旅費」及び「その他」に該当するもの並びに単独の科目
で表示するには金額の少ないもの等を計上している。
・「減価償却費」には、有形固定資産及び無形固定資産に係る減価償却費を計上している。
・「資産処分損益」には、有形固定資産の売払い等に伴い生じた損益を計上している。
③ 資産・負債差額増減計算書
・「前年度末資産・負債差額」には、前年度の貸借対照表の「資産・負債差額」の額を計上している。
・「本年度業務費用合計」には、業務費用計算書の「本年度業務費用合計」の額を計上している。
・「手数料収入」には、特許印紙収入及び特許料等収入の合計額を計上している。
・「特許印紙収入」には、特許印紙による手数料収入（売捌手数料控除後の額）に前期前受金を加算し、
当期前受金を減算した額を計上している。
・「特許料等収入」には、現金納付による手数料収入に前期前受金を加算し、当期前受金及び払戻金を
減算した額を計上している。
・「その他の財源」には、独立行政法人納付金収入及び財政融資資金預託金利子収入、建物及物件貸付
料等の雑収入を計上している。
・「一般会計からの受入」には、「特別会計に関する法律」196条の規定による工業所有権に関する事務
に要する経費として、「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」
に基づく外国出願のための事前確認手数料並びに登録免許税の納付の確認、課税標準及び税額の認
定の事務に要する経費の一般会計からの受入額を計上している。
・「無償所管換等」には、帳簿の誤謬修正により生じた差額及び退職給付引当金算定において適用する
割引率等の変更に伴う差額を計上している。
・「資産評価差額」には、国有財産の台帳価格の改定に伴う評価差額を計上している。
・「本年度末資産・負債差額」には、本年度の貸借対照表の「資産・負債差額」の額を計上している。
④ 区分別収支計算書
ア 業務収支
・「特許印紙収入」には、特許印紙による手数料収入（売捌手数料控除後の額）を計上している。
・「特許料等収入」には、現金納付による手数料収入を計上している。
・「その他の収入」には、独立行政法人納付金収入及び財政融資資金預託金利子収入、建物及物件貸
付料等の雑収入を計上している。
・「一般会計からの受入」には、「特別会計に関する法律」196条の規定による工業所有権に関する事
務に要する経費として、「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する
法律」に基づく外国出願のための事前確認手数料並びに登録免許税の納付の確認、課税標準及び
税額の認定の事務に要する経費の一般会計からの受入額を計上している。
・「前年度剰余金受入」には、本特別会計の前年度剰余金を計上している。



・「人件費」には、決算書の使途別分類が「人件費」に該当するもののうち職員等に係るもの（職員の
手当、非常勤職員の手当及び休職者の手当等）及び決算書の使途別分類が「補助費・委託費」に該
当するもののうち国家公務員共済組合負担金として支出した額を計上している。
・「補助金等」には、決算書の使途別分類が「補助費・委託費」に該当するもののうち、「補助金等に
係る予算の執行の適正化に関する法律」第 2条第 1項で規定する補助金等に該当する支出額を計
上している。
・「委託費」には、内外国の産業財産権制度の調査・相談・研究事業等に係る経費、特許出願に関す
る微生物の寄託業務等の経費を計上している。
・「交付金」には、中小ベンチャー、小規模企業等に対して交付する国際出願促進交付金を計上して
いる。
・「分担金」には、パリ条約、国際特許分類協定、ニース協定に規定されている国際分担金を計上し
ている。
・「拠出金」には、世界知的所有権機関、経済協力開発機構、東アジア・アセアン経済研究センター
に対する拠出金を計上している。
・「独立行政法人運営費交付金」には、独立行政法人工業所有権情報・研修館に対する運営費交付金
を計上している。
・「審査審判庁費」には、審査審判事務を処理するための必要経費であって施設整備支出に計上され
ていないものを計上している。
・「成果重視事業特許事務機械化庁費」には、特許事務の合理化を図るための機械化等の経費であっ
て施設整備支出に計上されていないものを計上している。
・「庁費等の支出」には、決算書の使途別分類が「物件費」及び「施設費」に該当の支出のうち、施設整
備支出に計上されないもので他の科目で計上されていないものを計上している。
・「その他の支出」には、決算書の使途別分類が「旅費」及び「その他」に該当する支出並びに単独の科
目で表示するには金額の少ないもの等を計上している。
・「工作物に係る支出」には、工作物の増設による支出を計上している。
・「業務収支」には、財源合計から業務支出合計を控除した額を計上している。
イ 本年度収支以下の区分
・「本年度収支」には、業務収支と財務収支を合計した額を計上している。
・「翌年度歳入繰入」には、「本年度収支」を計上している。
・「本年度末現金・預金残高」には、「翌年度歳入繰入」を計上している。計上額は、貸借対照表の
「現金・預金」と一致する。

⑸ その他特別会計財務書類の内容を理解するために特に必要と考えられる情報
① 百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。
② 百万円未満の計数がある場合には「 0」で表示し、該当計数が皆無の場合には「―」で表示している。
③ 前受金について
特許審査請求料前受金、意匠及び商標登録出願料前受金、審判（再審）請求及び特許（登録）異議申立

料前受金、国際調査（国際予備審査）手数料前受金、特許料等予納金を計上している。
ア 特許審査請求料前受金
特許の出願は審査請求制度を採っており、審査請求時に審査請求料を納付することになってい
る。この審査請求料は、納付年度の歳入として計上されるため、納付年度末に審査着手できない案
件に対応する審査請求料については、これを前受金として計上している。
イ 意匠及び商標登録出願料前受金
意匠及び商標登録出願料のうち、納付年度末に審査着手できない案件に対応する意匠及び商標登
録出願料については、これを前受金として計上している。



ウ 審判（再審）請求及び特許（登録）異議申立料前受金
特許、旧実用新案、意匠、商標出願の審判（再審）請求及び特許（登録）異議申立料のうち、納付年
度末に審判に着手できない案件に対応する審判（再審）請求及び特許（登録）異議申立料については、
これを前受金として計上している。
エ 国際調査（国際予備審査）手数料前受金
国際調査（国際予備審査）のうち、納付年度末に着手できない案件に対応する国際調査（国際予備
審査）手数料については、これを前受金として計上している。
オ 特許料等予納金
特許料等は、必要となる見込額を予納することが可能である。この予納額は、納付年度の歳入と
して計上されるため、納付年度末の残余の額を予納金として計上している。



附属明細書

1 貸借対照表の内容に関する明細
⑴ 資産項目の明細
① 現金・預金の明細

（単位：百万円）
内 容 本年度末残高

政 府 預 金（日 本 銀 行 預 金） 21,904
財 政 融 資 資 金 預 託 金 100,000
合 計 121,904

② 未収金の明細
（単位：百万円）

内 容 相 手 先 本年度末残高
発明実施化試験費貸付金債権に係
る利息債権 個人 A 2

返 納 金 債 権 個人（合計） 0
合 計 2

③ 貸付金の明細
（単位：百万円）

貸 付 先 前年度末残高 本年度増加額 本年度減少額 本年度末残高 貸 付 事 由 等
個 人 0 ― ― 0 発明実施化試験費貸付金
合 計 0 ― ― 0

④ 貸倒引当金の明細
（単位：百万円）

区 分
貸 付 金 等 の 残 高 貸 倒 引 当 金 の 残 高

摘 要前 年 度 末
残 高

本 年 度
増 減 額

本 年 度 末
残 高

前 年 度 末
残 高

本 年 度
増 減 額

本 年 度 末
残 高

未 収 金 2 � 0 2 2 ― 2

未収金、貸付金につ
いては債権ごとの回
収可能性を勘案して
回収不能見込額を計
上している。

徴 収 停 止 等 債 権 ― ― ― ― ― ―
履行期限到来等債権 0 1 2 0 1 2
上 記 以 外 の 債 権 1 � 1 ― 1 � 1 ―

貸 付 金 0 ― 0 0 ― 0
徴 収 停 止 等 債 権 ― ― ― ― ― ―
履行期限到来等債権 ― 0 0 ― 0 0
上 記 以 外 の 債 権 0 � 0 ― 0 � 0 ―
合 計 3 � 0 3 2 ― 2



⑤ 固定資産の明細
（単位：百万円）

区 分 前年度末残高 本年度増加額 本年度減少額 本 年 度
減価償却額

評 価 差 額
（本年度発生分） 本年度末残高

（有 形 固 定 資 産）
国有財産（公共用財産を除く） 92,116 132 ― 252 1,905 93,901
行 政 財 産 92,116 132 ― 252 1,905 93,901
土 地 88,418 ― ― ― 1,906 90,325
立 木 竹 60 ― ― ― � 0 60
建 物 3,356 ― ― 198 ― 3,158
工 作 物 280 132 ― 54 ― 358

物 品 43 1 0 6 ― 37
小 計 92,159 134 0 259 1,905 93,939

（無 形 固 定 資 産）
国 有 財 産 4 ― ― ― ― 4
行 政 財 産 4 ― ― ― ― 4
特 許 権 等 4 ― ― ― ― 4

ソ フ ト ウ ェ ア 26,098 18,199 0 11,366 ― 32,931
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 13,790 9,664 12,273 ― ― 11,181
電 話 加 入 権 23 ― ― ― ― 23
小 計 39,916 27,864 12,274 11,366 ― 44,140
合 計 132,075 27,998 12,274 11,625 1,905 138,080

⑥ 出資金の明細
ア 出資金の増減の明細

（単位：百万円）

法 人 名 等 前 年 度 末
残 高

評価差額の
戻 入

本 年 度
増 加 額

本 年 度
減 少 額

評 価 差 額
（本年度発生分） 強制評価減

本 年 度 末
残 高

〇国 立 研 究 開 発 法 人
産 業 技 術 総 合 研 究 所 1,057 4 ― ― 219 ― 1,281
合 計 1,057 4 ― ― 219 ― 1,281

イ 市場価格のない出資金の純資産額等の明細
（単位：百万円）

出 資 先 資 産
（A）

負 債
（B）

純 資 産 額
（C＝A－B）

資 本 金
（D）

特別会計か
らの出資累
計額 （E）

出 資 割 合
（F＝E/D）％

純資産額に
よる算出額
（G＝C×F）

貸借対照表計
上額（国有財
産台帳価格）

使用財務諸表

〇国立研究開発法人
産業技術総合研究所 516,313 180,817 335,495 277,991 1,061 0.38％ 1,281 1,281 法定財務諸表
合 計 516,313 180,817 335,495 277,991 1,061 ― 1,281 1,281

⑵ 負債項目の明細
① 未払金の明細

（単位：百万円）
内 容 相 手 先 本年度末残高

公 務 災 害 補 償 費 補償対象者 3
児 童 手 当 対象職員 32
未 払 消 費 税 税務署 81
貨 幣 交 換 差 減 補 塡 金 日本銀行 1
合 計 119



② 前受金の明細
（単位：百万円）

種 類 相 手 先 本年度末残高
特 許 審 査 請 求 料 前 受 金 31,266
意 匠 登 録 出 願 料 前 受 金 240
商 標 登 録 出 願 料 前 受 金 1,636
審判（再審）請求及び特許（登録）異
議申立料前受金 1,549

国際調査（国際予備審査）手数料前
受金 1,320

特 許 料 等 予 納 金 6,690
合 計 42,703

③ 退職給付引当金の明細
（単位：百万円）

区 分 前年度末残高 本年度取崩額 本年度増加額 本年度末残高
退 職 手 当 に 係 る 引 当 金 25,990 1,891 2,152 26,252
整 理 資 源 に 係 る 引 当 金 2,227 434 32 1,825
国家公務員災害補償年金に係る引
当金 206 33 86 259

合 計 28,425 2,359 2,272 28,338

2 業務費用計算書の内容に関する明細
⑴ 補助金等の明細

（単位：百万円）

名 称 相 手 先 金 額 支 出 目 的 連結対象
の有無

中小企業等知的財産活動支援
事業費補助金

独立行政法人日本貿易振
興機構、公益財団法人あ
いち産業振興機構ほか
60事業者

599 中小企業等の戦略的な外国出願や適時適切な産業財産権の権利行使実施に対する補助事業 無

合 計 599

⑵ 委託費の明細
（単位：百万円）

名 称 相 手 先 金 額 支 出 目 的 連結対象
の有無

中小企業等知的財産活用支援
事業委託費

有限責任監査法人トーマ
ツ、株式会社電通アドギ
アほか 4社

324 中小企業等における知的財産の活用を支援する事業 無

外国工業所有権制度支援事業
委託費

一般社団法人発明推進協
会 394

発展途上国における法整備や運用体制等の向
上のための人材育成事業、諸外国の産業財産
権制度の理解促進のための相談事業、説明会
事業及び情報整備事業

無

工業所有権調査等委託費

独立行政法人日本貿易振
興機構、一般財団法人知
的財産研究教育財団、公
益財団法人日本台湾交流
協会

1,409 アジア太平洋地域各国、欧州及び米国の産業財産権制度の実態調査及び相談事業 無

工業所有権研究等委託費
有限責任監査法人トーマ
ツ、株式会社角川アス
キー総合研究所ほか 7社

481
大学・ベンチャー企業等に対する知的財産活
用支援事業、知的財産に関する効果的な情報
発信調査事業、先端技術等による特許庁業務
改革調査事業等

無

特許微生物寄託等業務委託費 独立行政法人製品評価技
術基盤機構 136 特許出願に関する微生物の寄託等業務 無

合 計 2,747

⑶ 交付金の明細
（単位：百万円）

名 称 相 手 先 金 額 支 出 目 的 連結対象
の有無

国 際 出 願 促 進 交 付 金 中小ベンチャー、小規模
企業等 44事業者 7 中小ベンチャー、小規模企業等の特許協力条約に基づく国際出願を促進するための事業 無

合 計 7



⑷ 分担金の明細
（単位：百万円）

名 称 相 手 先 金 額 支 出 目 的 連結対象
の有無

世界知的所有権機関事務局分
担金

世界知的所有権機関事務
局 127 パリ条約、国際特許分類協定、ニース協定に規定されている国際分担金 無

合 計 127

⑸ 拠出金の明細
（単位：百万円）

名 称 相 手 先 金 額 支 出 目 的 連結対象
の有無

世界知的所有権機関拠出金 世界知的所有権機関 883 世界知的所有権機関の開発協力計画に基づく、発展途上国の産業財産権制度の整備 無

経済協力開発機構拠出金 経済協力開発機構 81 特許と技術革新の関連分析及び特許統計に関する調査研究事業 無

東アジア経済統合研究協力拠
出金

東アジア・アセアン経済
研究センター 100

東アジア及び各国の知的財産制度整備、イノ
ベーション戦略等の在り方等についての調査
研究事業

無

合 計 1,065

⑹ 独立行政法人運営費交付金の明細
（単位：百万円）

相 手 先 金 額 支 出 目 的
独立行政法人工業所有権情報・研
修館 11,554「独立行政法人通則法」第 46条の規定により、独立行政法人の業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部の交付
合 計 11,554

3 資産・負債差額増減計算書の内容に関する明細
⑴ その他の財源の明細

（単位：百万円）
款 項 相 手 先 金 額

独 立 行 政 法 人 納 付 金 収 入 独立行政法人工業所有権情報・研
修館納付金収入

独立行政法人工業所有権情報・研
修館 5,356

雑 収 入 雑 収 入 593
合 計 5,950

⑵ 無償所管換等の明細
（単位：百万円）

区 分 相 手 先 金 額 資産等の内容 所管換等の理由 備 考

誤 謬 修 正 ― 0 物品 誤謬修正による増

誤 謬 修 正 ― � 0 ソフトウェア 誤謬修正による減

そ の 他 101 退職給付引当金
退職給付引当金算
定において適用す
る割引率等の変更
に伴う差額

合 計 101



⑶ 資産評価差額の明細
（単位：百万円）

区 分 評価差額の戻入 本年度発生額 本年度増減額 評価差額の発生原因
有 形 固 定 資 産
国有財産（公共用財産を除く） ― 1,905 1,905
行 政 財 産 ― 1,905 1,905

土 地 ― 1,906 1,906 国有財産台帳の価格改定に伴う評価差額

立 木 竹 ― � 0 � 0 国有財産台帳の価格改定に伴う評価差額
出 資 金

（市 場 価 格 の な い も の） 4 219 224 国有財産台帳の価格改定に伴う評価差額
合 計 4 2,125 2,129

4 区分別収支計算書の内容に関する明細
⑴ その他の収入の明細

（単位：百万円）
款 項 相 手 先 金 額

独 立 行 政 法 人 納 付 金 収 入 独立行政法人工業所有権情報・研
修館納付金収入

独立行政法人工業所有権情報・研
修館 5,356

雑 収 入 雑 収 入 569
合 計 5,925



連 結 貸 借 対 照 表
（単位：百万円）

前会計年度
（令和 6年
3月 31日）

本会計年度
（令和 7年
3月 31日）

前会計年度
（令和 6年
3月 31日）

本会計年度
（令和 7年
3月 31日）

〈資 産 の 部〉 〈負 債 の 部〉

現 金 ・ 預 金 107,510 128,041 未 払 金 4,393 4,249

未 収 金 6 3 未 払 費 用 58 63

未 収 収 益 0 25 保 管 金 等 16 15

前 払 費 用 27 27 前 受 金 42,538 42,705

貸 付 金 0 0 前 受 収 益 13 12

そ の 他 の 債 権 等 0 0 賞 与 引 当 金 2,337 2,385

貸 倒 引 当 金 � 2 � 2 退 職 給 付 引 当 金 28,442 28,354

有 形 固 定 資 産 92,232 94,001
国有財産等（公共
用財産を除く） 92,189 93,963

土 地 88,418 90,325

立 木 竹 60 60

建 物 3,356 3,158

工 作 物 353 419

物 品 等 43 37 負 債 合 計 77,801 77,785
無 形 固 定 資 産 39,917 44,141

出 資 金 1,057 1,281 〈資産・負債差額の部〉

そ の 他 の 投 資 等 261 247 資 産 ・ 負 債 差 額 163,211 189,981

資 産 合 計 241,013 267,767 負債及び資産・
負 債 差 額 合 計 241,013 267,767



連結業務費用計算書
（単位：百万円）

前 会 計 年 度
�
�
自 令和 5 年 4月 1 日
至 令和 6 年 3月 31日

�
�

本 会 計 年 度
�
�
自 令和 6 年 4月 1 日
至 令和 7 年 3月 31日

�
�

人 件 費 32,115 32,960

賞 与 引 当 金 繰 入 額 2,337 2,385

退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 1,906 2,277

補 助 金 等 637 599

委 託 費 6,923 7,421

交 付 金 445 7

分 担 金 117 127

拠 出 金 879 1,065

審 査 審 判 庁 費 46,304 48,050

成果重視事業特許事務機械化庁費 19,783 19,267

庁 費 等 9,501 8,235

そ の 他 の 経 費 4,023 3,714

減 価 償 却 費 12,032 11,637

資 産 処 分 損 益 146 � 0

本 年 度 業 務 費 用 合 計 137,154 137,750



連結資産・負債差額増減計算書
（単位：百万円）

前 会 計 年 度
�
�
自 令和 5 年 4月 1 日
至 令和 6 年 3月 31日

�
�

本 会 計 年 度
�
�
自 令和 6 年 4月 1 日
至 令和 7 年 3月 31日

�
�

Ⅰ 前年度末資産・負債差額 135,023 163,211

Ⅱ 本年度業務費用合計 � 137,154 � 137,750

Ⅲ 財 源 164,107 162,289

1 自 己 収 入 162,300 162,165

手 数 料 収 入 161,359 161,571

特 許 印 紙 収 入 27,291 2,378

特 許 料 等 収 入 134,067 159,193

そ の 他 の 財 源 940 593

2 他会計からの受入 1,752 49

一般会計からの受入 1,752 49

3 独立行政法人等収入 54 74

Ⅳ 無 償 所 管 換 等 ― 101

Ⅴ 資 産 評 価 差 額 1,234 2,129

Ⅵ 本年度末資産・負債差額 163,211 189,981



連結区分別収支計算書
（単位：百万円）

前 会 計 年 度
�
�
自 令和 5 年 4月 1 日
至 令和 6 年 3月 31日

�
�

本 会 計 年 度
�
�
自 令和 6 年 4月 1 日
至 令和 7 年 3月 31日

�
�

Ⅰ 業 務 収 支

1 財 源

自 己 収 入

特 許 印 紙 収 入 2,498 2,343

特 許 料 等 収 入 156,333 160,022

そ の 他 の 収 入 936 569

他会計からの受入

一般会計からの受入 1,752 49

独立行政法人等収入 56 88

前年度剰余金等受入 82,861 107,510

財 源 合 計 244,439 270,583

2 業 務 支 出

⑴ 業務支出（施設整備支出を除く）

人 件 費 � 36,217 � 37,542

補 助 金 等 � 637 � 599

委 託 費 � 6,731 � 7,025

交 付 金 � 445 � 7

分 担 金 � 117 � 127

拠 出 金 � 879 � 1,065

審 査 審 判 庁 費 � 46,328 � 48,050

成果重視事業特許事務機械化庁費 � 32,144 � 34,842

庁 費 等 の 支 出 � 9,514 � 8,245

そ の 他 の 支 出 � 3,912 � 4,902

業務支出（施設整備支出を除く）合計 � 136,928 � 142,409

⑵ 施 設 整 備 支 出

工作物に係る支出 � 1 � 132

施設整備支出合計 � 1 � 132

業 務 支 出 合 計 � 136,929 � 142,542

業 務 収 支 107,510 128,041

Ⅱ 財 務 収 支

財 務 収 支 ― ―



本 年 度 収 支 107,510 128,041

翌年度歳入繰入等 107,510 128,041

本年度末現金・預金残高 107,510 128,041



注 記

1 連結を行った独立行政法人等の名称及び出資割合等

名 称 出 資 額
（百 万 円） 出 資 割 合 子 会 社 数

独立行政法人工業所有権情報・研修館 ― ― ―
（注 1） 名称、出資額、出資割合及び子会社数は令和 7年 3月 31日時点によっている。
（注 2） 当該法人は、特許庁からの運営費交付金によって運営されており、当該法人の収入に占める運営費交付金の割合は約

99％であるため、連結対象としている。なお、当該法人に対する出資金は無いため、出資割合はない。

2 出納整理期間における現金の受払いの修正
本特別会計においては出納整理期間が設けられており、出納整理期間中の現金の受払等を終了した後の
計数をもって会計年度末の計数としているが、連結対象法人では出納整理期間が設けられていない。この
ため、連結に際しては、国の会計年度に合わせて、連結対象法人においても、本会計年度末に本特別会計
との出納整理期間中の受払等は終了したものとして修正を行っている。

3 連結対象法人特有の会計処理の修正の内容
連結対象法人においては、企業会計原則に対して必要な修正をした上で、それぞれの特性を反映した財
務諸表を作成している。特別会計連結財務書類の作成に際して、本特別会計と連結対象法人との会計処理
の統一は行っていないが、以下に記載した連結対象法人の特有の会計処理については、修正を行ってい
る。
⑴ 運営費交付金
連結対象法人において負債計上されている資産見返運営費交付金は、財源等へ振替えている。

⑵ 退職給付引当金見返及び賞与引当金見返
「独立行政法人会計基準」等に基づき資産に計上されている退職給付引当金見返及び賞与引当金見返並
びに当該年度に計上した退職給付引当金見返及び賞与引当金見返に係る収益については、取り消してい
る。

4 特別会計財務書類と連結対象法人の会計処理の重要な相違
有形固定資産の減価償却方法
本特別会計においては、建物、工作物については定率法（平成 19年 4月 1日以後に新築した建物につ
いては定額法）、物品については定額法によっているが、連結対象法人においては定額法によってい
る。

5 追加情報
⑴ 表示科目の内容（連結対象法人を中心に説明）
① 連結貸借対照表
ア 資産の部
・「現金・預金」には、本特別会計における現金・預金のほか、連結対象法人が保有する現金・銀行
預金等を計上している。
・「未収金」には、本特別会計及び連結対象法人における未収金を計上している。
・「未収収益」には、本特別会計における未収収益を計上している。
・「前払費用」には、本特別会計及び連結対象法人における前払費用を計上している。
・「貸付金」には、本特別会計から連結対象法人以外に対する貸付金を計上している。
・「その他の債権等」には、独立の科目で表示しているもの以外の連結対象法人における債権等を計
上している。
・「貸倒引当金」には、本特別会計における貸付金等に対する貸倒見積額を計上している。
・「国有財産等（公共用財産を除く）」には、国有財産及び連結対象法人の有形固定資産のうち、公共
用財産及び物品等以外を計上している。



・「土地」には、本特別会計が保有する庁舎敷地に係る用地を計上している。
・「立木竹」には、本特別会計が保有する庁舎敷地上の立木竹を計上している。
・「建物」には、本特別会計が保有する庁舎建物を計上している。
・「工作物」には、本特別会計及び連結対象法人が保有する工作物を計上している。
・「物品等」には、本特別会計が保有する物品のほか、連結対象法人が保有する物品等の取得価格か
ら減価償却費相当額を控除した後の価額を計上している。
・「無形固定資産」には、本特別会計及び連結対象法人における電話加入権、ソフトウェア等を計上
している。
・「出資金」には、本特別会計から連結対象法人以外に対する出資金を計上している。
・「その他の投資等」には、連結対象法人における敷金・保証金を計上している。
イ 負債の部
・「未払金」には、本特別会計及び連結対象法人における未払金を計上している。
・「未払費用」には、連結対象法人における未払費用を計上している。
・「保管金等」には、連結対象法人が保管している保管金等を計上している。
・「前受金」には、本特別会計及び連結対象法人における前受金を計上している。
・「前受収益」には、本特別会計における建物及物件貸付料の前受賃貸料を計上している。
・「賞与引当金」には、本特別会計及び連結対象法人における会計年度末以降の賞与支給見込額に基
づき、会計年度末までの期間に対応する金額を計上している。
・「退職給付引当金」には、本特別会計及び連結対象法人における退職手当のほか、本特別会計にお
ける整理資源、国家公務員災害補償年金に係る引当金を計上している。

② 連結業務費用計算書
・「人件費」には、本特別会計における人件費のほか、連結対象法人において人件費に該当するものを
計上している。
・「賞与引当金繰入額」には、本特別会計及び連結対象法人における賞与引当金繰入額を計上してい
る。
・「退職給付引当金繰入額」には、本特別会計及び連結対象法人における退職給付引当金への繰入額を
計上している。
・「補助金等」には、本特別会計における補助金を計上している。
・「委託費」には、本特別会計及び連結対象法人における委託費を計上している。
・「交付金」には、本特別会計における交付金を計上している。
・「分担金」には、本特別会計における分担金を計上している。
・「拠出金」には、本特別会計における拠出金を計上している。
・「審査審判庁費」には、本特別会計における審査審判庁費のうち、資産計上されていないものを計上
している。
・「成果重視事業特許事務機械化庁費」には、本特別会計における成果重視事業特許事務機械化庁費の
うち、資産計上されていないものを計上している。
・「庁費等」には、本特別会計において、決算書の使途別分類が「物件費」又は「施設費」となっている支
出済歳出額のうち、資産計上されていないもので他の科目で計上されていないものを計上してい
る。
・「その他の経費」には、本特別会計及び連結対象法人における業務費用のうち、独立の科目で表示さ
れている以外のものを計上している。
・「減価償却費」には、本特別会計及び連結対象法人における有形固定資産及び無形固定資産に係る減
価償却費を計上している。
・「資産処分損益」には、本特別会計における有形固定資産の売払い等に伴い生じた損益を計上してい
る。



③ 連結資産・負債差額増減計算書
・「前年度末資産・負債差額」には、前年度の連結貸借対照表の「資産・負債差額」の額を計上してい
る。
・「本年度業務費用合計」には、連結業務費用計算書の「本年度業務費用合計」の額を計上している。
・「特許印紙収入」には、本特別会計における特許印紙収入を計上している。
・「特許料等収入」には、本特別会計における特許料等収入を計上している。
・「その他の財源」には、本特別会計における財政融資資金預託金利子収入、建物及物件貸付料等の雑
収入を計上している。
・「一般会計からの受入」には、「特別会計に関する法律」196条の規定による工業所有権に関する事務
に要する経費として、「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」
に基づく外国出願のための事前確認手数料並びに登録免許税の納付の確認、課税標準及び税額の認
定の事務に要する経費の一般会計からの受入額を計上している。
・「独立行政法人等収入」には、連結対象法人における複写手数料収入、研修受講料収入等に係る額を
計上している。
・「無償所管換等」には、本特別会計における帳簿の誤謬修正により生じた差額及び退職給付引当金算
定において適用する割引率等の変更に伴う差額を計上している。
・「資産評価差額」には、本特別会計における国有財産の台帳価格の改定に伴う評価差額を計上してい
る。
・「本年度末資産・負債差額」には、本年度の連結貸借対照表の「資産・負債差額」の額を計上してい
る。

④ 連結区分別収支計算書
ア 業務収支
・「特許印紙収入」には、本特別会計における特許印紙による手数料収入（売捌手数料控除後の額）を
計上している。
・「特許料等収入」には、本特別会計における現金納付による手数料収入を計上している。
・「その他の収入」には、本特別会計における財政融資資金預託金利子収入、建物及物件貸付料等の
雑収入を計上している。
・「一般会計からの受入」には、「特別会計に関する法律」196条の規定による工業所有権に関する事
務に要する経費として、「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する
法律」に基づく外国出願のための事前確認手数料並びに登録免許税の納付の確認、課税標準及び
税額の認定の事務に要する経費の一般会計からの受入額を計上している。
・「独立行政法人等収入」には、連結対象法人における複写手数料収入、研修受講料収入等に係る額
を計上している。
・「前年度剰余金等受入」には、本特別会計における前年度剰余金及び連結対象法人の前期末現金・
預金残高を計上している。
・「人件費」には、本特別会計及び連結対象法人における人件費に該当するものを計上している。
・「補助金等」には、本特別会計における補助金を計上している。
・「委託費」には、本特別会計及び連結対象法人における委託費を計上している。
・「交付金」には、本特別会計における交付金を計上している。
・「分担金」には、本特別会計における分担金を計上している。
・「拠出金」には、本特別会計における拠出金を計上している。
・「審査審判庁費」には、本特別会計における審査審判庁費のうち、施設整備支出に計上されていな
いものを計上している。
・「成果重視事業特許事務機械化庁費」には、本特別会計における成果重視事業特許事務機械化庁費
のうち、施設整備支出に計上されていないものを計上している。



・「庁費等の支出」には、本特別会計において、決算書の使途別分類が「物件費」及び「施設費」に該当
の支出のうち、施設整備支出に計上されないもので他の科目で計上されていないものを計上して
いる。
・「その他の支出」には、本特別会計におけるその他の支出のほか、連結対象法人における原材料、
商品又はサービスの購入等による支出を計上している。
・「工作物に係る支出」には、本特別会計における工作物に係る支出を計上している。
・「業務収支」には、財源合計から業務支出合計を控除した額を計上している。
イ 本年度収支以下の区分
・「本年度収支」には、業務収支と財務収支を合計した額を計上している。
・「翌年度歳入繰入等」には、「本年度収支」を計上している。
・「本年度末現金・預金残高」には、「翌年度歳入繰入等」を計上している。計上額は、連結貸借対照
表の「現金・預金」と一致する。

⑵ その他特別会計財務書類の内容を理解するために特に必要と考えられる情報
① 本特別会計と連結対象法人間の債権債務等について相殺消去を行っている。
② 百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。
③ 百万円未満の計数がある場合には「 0」で表示し、該当計数が皆無の場合には「―」で表示している。



附属明細書

1 連結対象法人別の資産及び負債の明細
（単位：百万円）

特許特別会計
（独）工業所有
権情報・研修
館

連 結 対 象
法 人 合 計 相 殺 消 去 連 結 合 計

〈資 産 の 部〉
現 金 ・ 預 金 121,904 6,136 6,136 ― 128,041
未 収 金 2 1 1 ― 3
未 収 収 益 25 ― ― ― 25
前 払 費 用 0 26 26 ― 27
貸 付 金 0 ― ― ― 0
そ の 他 の 債 権 等 ― 0 0 ― 0
貸 倒 引 当 金 � 2 ― ― ― � 2
有 形 固 定 資 産 93,939 61 61 ― 94,001
国有財産等（公共用財産を除
く） 93,901 61 61 ― 93,963

土 地 90,325 ― ― ― 90,325
立 木 竹 60 ― ― ― 60
建 物 3,158 ― ― ― 3,158
工 作 物 358 61 61 ― 419
物 品 等 37 0 0 ― 37
無 形 固 定 資 産 44,140 1 1 ― 44,141
出 資 金 1,281 ― ― ― 1,281
そ の 他 の 投 資 等 ― 247 247 ― 247
資 産 合 計 261,292 6,475 6,475 ― 267,767
〈負 債 の 部〉
未 払 金 119 4,130 4,130 ― 4,249
未 払 費 用 ― 63 63 ― 63
保 管 金 等 ― 15 15 ― 15
前 受 金 42,703 1 1 ― 42,705
前 受 収 益 12 ― ― ― 12
賞 与 引 当 金 2,281 103 103 ― 2,385
退 職 給 付 引 当 金 28,338 16 16 ― 28,354
負 債 合 計 73,455 4,330 4,330 ― 77,785
〈資 産 ・ 負 債 差 額 の 部〉
資 産 ・ 負 債 差 額 187,836 2,144 2,144 ― 189,981



2 連結対象法人別の業務費用の明細
（単位：百万円）

特許特別会計
（独）工業所有
権情報・研修
館

連 結 対 象
法 人 合 計 相 殺 消 去 連 結 合 計

人 件 費 31,275 1,685 1,685 ― 32,960
賞 与 引 当 金 繰 入 額 2,281 103 103 ― 2,385
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 2,272 5 5 ― 2,277
補 助 金 等 599 ― ― ― 599
委 託 費 2,747 4,673 4,673 ― 7,421
交 付 金 7 ― ― ― 7
分 担 金 127 ― ― ― 127
拠 出 金 1,065 ― ― ― 1,065
独立行政法人運営費交付金 11,554 ― ― � 11,554 ―
審 査 審 判 庁 費 48,050 ― ― ― 48,050
成果重視事業特許事務機械化庁費 19,267 ― ― ― 19,267
庁 費 等 8,235 ― ― ― 8,235
そ の 他 の 経 費 486 3,228 3,228 ― 3,714
減 価 償 却 費 11,625 11 11 ― 11,637
資 産 処 分 損 益 � 0 ― ― ― � 0
本 年 度 業 務 費 用 合 計 139,596 9,708 9,708 � 11,554 137,750

（単位：百万円）

そ の 他 の 経 費 内 訳 特許特別会計
（独）工業所有
権情報・研修
館

連 結 対 象
法 人 合 計 相 殺 消 去 連 結 合 計

特別会計財務書類でのその他の経
費 486 ― ― ― 486

連結対象法人での業務費用 ― 2,634 2,634 ― 2,634
連結対象法人での一般管理費 ― 594 594 ― 594

計 486 3,228 3,228 ― 3,714

3 連結対象法人別の資産・負債差額の増減の明細
（単位：百万円）

特許特別会計
（独）工業所有
権情報・研修
館

連 結 対 象
法 人 合 計 相 殺 消 去 連 結 合 計

Ⅰ 前年度末資産・負債差額 157,630 5,581 5,581 ― 163,211
Ⅱ 本 年 度 業 務 費 用 合 計 � 139,596 � 9,708 � 9,708 11,554 � 137,750
Ⅲ 財 源 167,571 11,628 11,628 � 16,910 162,289
1 自 己 収 入 167,521 ― ― � 5,356 162,165

手 数 料 収 入 161,571 ― ― ― 161,571
特 許 印 紙 収 入 2,378 ― ― ― 2,378
特 許 料 等 収 入 159,193 ― ― ― 159,193
そ の 他 の 財 源 5,950 ― ― � 5,356 593

2 他 会 計 か ら の 受 入 49 ― ― ― 49
一般会計からの受入 49 ― ― ― 49

3 独 立 行 政 法 人 等 収 入 ― 11,628 11,628 � 11,554 74
Ⅳ 無 償 所 管 換 等 101 ― ― ― 101
Ⅴ 中期計画期間終了に伴う国庫
納付金 ― � 5,356 � 5,356 5,356 ―

Ⅵ 資 産 評 価 差 額 2,129 ― ― ― 2,129
Ⅶ 本年度末資産・負債差額 187,836 2,144 2,144 ― 189,981



4 連結対象法人別の区分別収支の明細
（単位：百万円）

特許特別会計
（独）工業所有
権情報・研修
館

連 結 対 象
法 人 合 計 相 殺 消 去 連 結 合 計

Ⅰ 業 務 収 支
1 財 源
自 己 収 入
特 許 印 紙 収 入 2,343 ― ― ― 2,343
特 許 料 等 収 入 160,022 ― ― ― 160,022
そ の 他 の 収 入 5,925 ― ― � 5,356 569
他 会 計 か ら の 受 入
一般会計からの受入 49 ― ― ― 49
独 立 行 政 法 人 等 収 入 ― 11,642 11,642 � 11,554 88
前 年 度 剰 余 金 等 受 入 97,809 9,701 9,701 ― 107,510
財 源 合 計 266,150 21,343 21,343 � 16,910 270,583
2 業 務 支 出
⑴ 業務支出（施設整備支出
を除く）
人 件 費 � 35,760 � 1,781 � 1,781 ― � 37,542
補 助 金 等 � 599 ― ― ― � 599
委 託 費 � 2,747 � 4,278 � 4,278 ― � 7,025
交 付 金 � 7 ― ― ― � 7
分 担 金 � 127 ― ― ― � 127
拠 出 金 � 1,065 ― ― ― � 1,065
独立行政法人運営費交付
金 � 11,554 ― ― 11,554 ―

審 査 審 判 庁 費 � 48,050 ― ― ― � 48,050
成果重視事業特許事務機
械化庁費 � 34,842 ― ― ― � 34,842

庁 費 等 の 支 出 � 8,245 ― ― ― � 8,245
そ の 他 の 支 出 � 1,112 � 9,146 � 9,146 5,356 � 4,902
業務支出（施設整備支出
を除く）合計 � 144,113 � 15,206 � 15,206 16,910 � 142,409

⑵ 施 設 整 備 支 出
工 作 物 に 係 る 支 出 � 132 ― ― ― � 132

施 設 整 備 支 出 合 計 � 132 ― ― ― � 132
業 務 支 出 合 計 � 144,246 � 15,206 � 15,206 16,910 � 142,542

業 務 収 支 121,904 6,136 6,136 ― 128,041

Ⅱ 財 務 収 支
財 務 収 支 ― ― ― ― ―

本 年 度 収 支 121,904 6,136 6,136 ― 128,041
翌 年 度 歳 入 繰 入 等 121,904 6,136 6,136 ― 128,041
本 年 度 末 現 金 ・ 預 金 残 高 121,904 6,136 6,136 ― 128,041


